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第33回 厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会

日 時 :平 成 24年 2月 28日 (火 )

15:00～ 17:00
場 所 :厚生労働省 12階 専用第15・ 16会議室

議 事 次 第

○ 議 題

1.審議事項

次期国民健康づくり運動プランの素案について
2.報告事項               '

歯科口腔保健の推進に関する基本的事項 (骨子案)について
3.その他



○ 配付資料一覧

資料 1 「国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針」 (素案)

資料2 「歯科口腔保健の推進に関する基本的事項」骨子 (案 )

参考資料 1 関係団体・学会からの主なご意見
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平成 24 年 2 月 28 日 

 

「国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針」 

～健康日本２１（第２次）～ 

（素案） 
 

 

 この方針は、二十一世紀の我が国において尐子高齢化や疾病構造の変化が進む中で、生

活習慣及び社会環境の改善を通じて、子どもから高齢者まで全ての国民が共に支え合いなが

ら希望や生きがいを持ち、ライフステージ（乳幼児期、中年期等の人の生涯における各段階

をいう。以下同じ。）に応じて、健やかで心豊かに生活できる活力ある社会を実現すること

ができるよう、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な事項を示し、「二十

一世紀における第二次国民健康づくり運動（健康日本２１（第二次））」（以下「国民運動」

という。）を推進するものである。 

 

第一 国民の健康の増進の推進に関する基本的な方向 

一 健康寿命の延伸と健康格差の縮小 

 我が国における高齢化の進展及び疾病構造の変化を踏まえ、生活習慣病の予防及び

社会生活を営むために必要な機能の維持・向上等により、健康寿命（健康上の問題で

日常生活が制限されることなく生活できる期間をいう。以下同じ。）の延伸を実現する。 

 また、あらゆる世代の健やかな暮らしを支える良好な社会環境を構築することによ

り、健康格差（地域や社会経済状況の違いによる集団における健康状態の差をいう。

以下同じ。）の縮小を実現する。 

  二 生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底（ＮＣＤ（非感染性疾患）の予防） 

     がん、循環器疾患、糖尿病及びＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患をいう。以下同じ。）

に対処するため、食生活の改善や運動習慣の定着等による一次予防（生活習慣を改善

して健康を増進し、生活習慣病等の発症を予防することをいう。）に重点を置いた対策

を推進するとともに、合併症の発症や症状の進展などの重症化の予防に重点を置いた

対策を推進する。なお、国際的にも、これらの疾患は重要なＮＣＤ（非感染性疾患を

いう。以下同じ。）として対策が講じられているところである。 

  三 社会生活を営むために必要な機能の維持及び向上 

     自立した日常生活を営むことを目指し、若年期から高齢期まで、全てのライフステ

ージにおいて、心身機能の維持及び向上に取り組む。 

     また、生活習慣病を予防し、又はその発症時期を遅らせることができるよう、子ど
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もの頃から健康な生活習慣づくりに取り組む。さらに、働く世代のストレス対策等に

より、ライフステージに応じたこころの健康づくりに取り組む。 

  四 健康を支え、守るための社会環境の整備 

     個人の健康は、家庭や地域、職場等の社会環境の影響を受けることから、国民の健

康を実現するためには、社会全体としても健康を支え、守る環境づくりに努めていく

ことが重要である。このため、行政のみならず、広く国民の健康増進を支援する民間

団体等の積極的な参加協力を得るなど、国民が主体的に行うことのできる健康増進の

取組を総合的に支援していく環境を整備することが必要である。 

     また、地域や世代間の相互扶助など地域や社会の絆、職場の支援等が機能すること

により、時間的又は精神的にゆとりのある生活を確保できない者や、健康づくりに関

心のない者なども含めて、社会全体が相互に支え合いながら、国民の健康を守る環境

を整備することが必要である。 

  五 食生活、運動、休養、喫煙、飲酒及び歯・口腔の健康に関する生活習慣及び社会環境

の改善 

     上記一から四までの基本的方向を実現するため、国民の健康の増進を形成する基本

要素となる食生活、運動、休養、喫煙、飲酒及び歯・口腔の健康に関する生活習慣の

改善が重要である。生活習慣の改善を含めた健康増進の取組を効果的に推進するため

には、乳幼児期から高齢期までのライフステージや性差、社会経済的状況等の違いに

着目し、それぞれの対象ごとの特性やニーズ、健康課題等を十分に把握することが重

要である。 

     その上で、その内容に応じて、生活習慣病を発症する危険度の高い集団への働きか

けを重点的に行うとともに、社会環境が国民の健康に影響を及ぼすことも踏まえて、

地域や職場等を通じて国民全体に働きかけることが必要である。 

                

第二 国民の健康の増進の目標に関する事項 

一 目標の設定と評価 

 １ 目標の設定 

   国は、国民の健康増進について全国的な目標を設定し、広く関係者等に対してその

目標を周知するとともに、継続的に健康指標の推移等の調査及び分析を行い、その

結果に関する情報を還元することにより、関係者をはじめ広く国民一般の意識の向

上及び自主的な取組を支援するものとする。 

 ２ 目標の設定方法及び評価 

健康増進の取組を効果的に推進するためには、健康づくりに関わる多くの関係者

が情報を共有しながら、現状及び課題について共通の認識を持った上で、課題を選択
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し、科学的根拠に基づいた実態の把握が可能な具体的目標を設定する必要がある。 

 なお、具体的目標については、おおむね１０年後を達成時期として設定することと

し、当該目標を達成するための取組を計画的に行うものとする。 

 また、目標設定後５年を目途に中間評価を行うとともに、目標設定後１０年を目途

に最終評価を行うことにより、目標を達成するための諸活動の成果を適切に評価し、

その後の健康増進の取組に反映させていくこととする。 

二 健康の増進を推進するための目標設定の考え方 

  健康寿命の延伸及び健康格差の縮小の実現に向けて、生活習慣病の発症予防や重症化

予防を図るとともに、社会生活を営むために必要な機能の維持・向上を目指し、これら

の目標達成のために、生活習慣の改善及び社会環境の整備に取り組むことを目標とする。 

 １ 健康寿命の延伸と健康格差の縮小 

   健康寿命の延伸及び健康格差の縮小は、生活習慣の改善や社会環境の整備によって

我が国全体として実現されるべき最終的な目標である。具体的な目標は、日常生活に

制限のない期間の平均、自分が健康であると自覚している期間の平均の指標を基にし

て設定する。また、目標達成に向けて、国は、生活習慣病対策の総合的な推進を図る

ほか、医療や介護など様々な分野における支援などの取組を進める。 

 ２ 主要な生活習慣病の発症予防と重症化予防 

   我が国の主要な死亡原因であるがんと循環器疾患に加え、患者数が増加傾向にあり、

かつ、重大な合併症を引き起こすおそれのある糖尿病や、死亡原因として急速に増加

すると予測されるＣＯＰＤへの対策は、国民の健康寿命の延伸を図る上で重要な課題

である。 

目標は、それぞれ次のとおり設定する。がんは、予防、診断、治療等を総合的に推

進する観点から、年齢調整死亡率の減尐とともに、特に早期発見を促すためにがん検

診の受診率の向上を目標とする。 

循環器疾患は、脳血管及び虚血性心疾患の発症の危険因子となる高血圧の改善及び

脂質異常症の減尐と、これらの疾患による死亡率の減尐を目標とする。   

糖尿病は、発症予防により有病者数の増加の抑制を図るとともに、重症化を予防す

るために、血糖値の適正な管理や、治療中断者の減尐、合併症の減尐を目標とする。 

ＣＯＰＤは、喫煙が最大の発症要因であり、禁煙により予防可能であるとともに、

早期発見が重要であることから、これらについての国民の理解を深めることを目標と

する。 

また、目標達成に向けて、国は、これらの疾患の発症の予防として、適切な食事、

適度な運動、禁煙など健康な生活習慣の実践に向けた行動変容の促進や社会環境の整

備のほか、医療連携体制の推進、特定健康診査・特定保健指導の実施などに取り組む。 
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 ３ 社会生活を営むために必要な機能の維持及び向上  

   尐子高齢化が進む中で、健康寿命の延伸を実現するには、生活習慣病の予防ととも

に、社会生活を営むための機能を発達段階から十分に向上させ、高齢になってもその

機能を可能な限り維持していくことが重要である。 

社会生活を営むために必要な機能を維持するために、身体の健康と共に重要なのが、

こころの健康である。その健全な維持は、個々人の生活の質を大きく左右するもので

あり、自殺など社会的損失も大きいことから、すべての世代の健やかな心を支える社

会づくりを目指し、目標は、自殺者の減尐、重い抑うつや不安の低減とともに、職場

や学校などでの支援環境の充実について設定する。 

また、社会生活を営むための機能を発達時期において十分に高めるとともに、高齢

化に伴う機能の低下を遅らせるためには、成人期における生活習慣病の予防と併せて、

次世代の健康及び高齢者の健康に焦点を当てた取組を強化する必要がある。目標は、

次世代の健康としては子どもの健やかな生活習慣の形成、低出生体重児の減尐につい

て、高齢者の健康としては要介護状態、認知機能低下及びロコモティブシンドローム

（運動器症候群）の予防とともに、良好な栄養状態の維持、身体活動の増進、就業な

ど社会参加の促進などについて設定する。 

目標達成に向けて、国は、メンタルヘルス対策の充実や親子の健やかな健康づくり

に向けた取組、介護予防・支援などの取組を進める。 

 ４ 健康を支え、守るための社会環境の整備 

   健康を支え、守るための社会環境が整備されるためには、国民一人一人はもとより、

企業、民間団体等の多様な主体が自発的に健康づくりに取り組むことが重要である。

目標は、居住地域での助け合いといった地域のつながりの強化とともに、健康づくり

活動に関して、主体的にかかわる国民、情報発信に自発的に取り組む企業及び身近で

気軽に専門的な支援及び相談が受けられる民間団体の活動拠点の増加について設定

するとともに、健康格差の縮小に向け、地域で課題となる健康格差の実態を把握し、

対策に取り組む自治体の増加について設定する。 

目標達成に向けて、国は、健康づくりに自発的に取り組む企業、団体等の動機づけ

を促すため、当該企業、団体等の活動に関する情報提供やそれらの活動の評価等に取

り組む。 

 ５ 食生活、運動、休養、喫煙、飲酒、歯・口腔の健康に関する生活習慣及び社会環境 

の改善 

 （１）栄養・食生活 

    栄養・食生活は、生活習慣病の予防のほか、社会生活機能の維持・向上及び生活

の質の向上の観点から重要である。目標は、次世代の健康や高齢者の健康に関する
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目標を含め、各ライフステージの重点課題となる適正体重の維持や適切な食事等に

関するものに加え、社会環境の整備を促すため、食品中の食塩含有量等の低減、特

定給食施設での栄養・食事管理について設定する。 

    目標達成に向けて、国は、健康な食生活や栄養に関する基準及び指針の策定、専

門的技能を有する人材の養成、企業や民間団体との協働による体制整備等に取り組

む。 

 （２）身体活動・運動 

    身体活動・運動は、生活習慣病の予防のほか、社会生活機能の維持・向上の観点

から重要である。目標は、次世代の健康や高齢者の健康に関する目標を含め、運動

習慣の定着や運動量の増加に関する目標とともに、運動しやすい環境整備について

設定する。 

    目標達成に向けて、国は、健康づくりのための運動基準・指針の見直し等に取り

組む。 

 （３）休養 

    休養は、生活の質を大きく左右する重要な要素であり、日常的に量的にも質的に

も十分な睡眠をとり、余暇などで体やこころを養うことは、心身の健康の観点から

重要である。目標は、十分な睡眠の確保及び週労働時間六十時間以上の雇用者の割

合の減尐について設定する。 

    目標達成に向けて、国は、健康づくりのための睡眠指針の見直し等に取り組む。 

 （４）喫煙 

    喫煙は、がんや循環器疾患、糖尿病、ＣＯＰＤといったＮＣＤの予防可能な最大

の危険因子であるほか、低出生体重児の増加などの妊娠・出産に関連した健康被害

の要因となっている。また、受動喫煙も様々な疾病の原因となるなど、喫煙による

健康被害を回避することが重要である。目標は、成人の喫煙、未成年者の喫煙、妊

娠中の喫煙及び受動喫煙の割合の低下について設定する。 

    目標達成に向けて、国は、受動喫煙防止対策、禁煙希望者に対する禁煙支援未成

年の喫煙防止対策、たばこの健康影響についての教育、普及啓発等に取り組む。 

 （５）飲酒 

    アルコールは、生活習慣病を始めとする様々な身体疾患やうつ病、自殺などの健

康障害の要因となっているのみならず、未成年者の飲酒、飲酒運転事故等の社会的

な問題も引き起こすなど、アルコールの有害な使用は、健康のリスク要因の一つと

されている。目標は、健康リスクのある飲酒者の減尐並びに未成年者及び妊娠中の

飲酒の防止とともに、飲酒による他者への悪影響の低減について設定する。 

    目標達成に向けて、国は、飲酒の有害性に関する正しい認識の向上や未成年の飲
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酒防止対策等に取り組む。 

 （６）歯・口腔の健康 

    歯・口腔の健康は摂食と構音を良好に保つために重要であり、生活の質の向上に

も大きく寄与する。目標は、健全な口腔機能を生涯にわたり維持することができる

よう、疾病予防の観点から、歯周病予防及びう蝕予防に着目するとともに、歯の喪

失防止に加え、口腔機能の維持・向上について設定する。その際、ライフステージ

に応じ、う蝕有病状況の地域差が明確に認められるう蝕予防については、地域格差

の縮小に関する目標を設定する。 

    目標達成に向けて、国は、歯科口腔保健に関する知識等の普及啓発や「８０２０

（ハチマルニイマル）運動」の更なる推進等に取り組む。 

三 健康の増進を推進するための目標 

   第二の一及び二を踏まえ、国が国民の健康増進について設定する全国的な目標は、

別表に掲げる項目ごとに定める目標値等とし、国はこの目標に基づき、国民運動に取

り組むものとする。 

 

第三 都道府県健康増進計画及び市町村健康増進計画の策定に関する基本的な事項 

一 健康増進計画の目標の設定と評価 

    都道府県健康増進計画及び市町村健康増進計画（以下「健康増進計画」という。）

の策定に当たっては、地方公共団体は、人口動態、医療・介護に関する統計、特定健

診データ等の地域住民の健康に関する各種指標を活用し、独自に重要な課題を選択し、

その到達すべき目標を設定し、定期的に評価及び改定を実施すべきである。 

    特に、都道府県においては、国が設定した全国的な健康増進の目標を勘案しつつ、

その代表的なものについて、地域の実情を踏まえた住民に分かりやすい目標を提示す

る必要がある。 

    また、市町村においては、国や都道府県が設定した目標を勘案しつつ、具体的な各

種の施策、事業、基盤整備等に関する目標に重点を置いて設定することも考えられる。 

 二 計画策定の留意事項 

  健康増進計画の策定に当たっては、次の事項に留意する必要がある。 

１ 都道府県は、市町村、医療保険者、学校保健関係者、産業保健関係者等の一体的な

取組を推進する観点から、健康増進計画の策定及びこれらの関係者の連携の強化に

ついて中心的な役割を果たすこと。このため、都道府県は、都道府県単位で健康増

進事業実施者、医療機関その他の関係機関等から構成される地域・職域連携推進協

議会等を設置・活用し、関係者の役割分担の明確化や連携促進のための方策につい

て協議を行い、健康増進計画に反映させること。 
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なお、都道府県が地域・職域連携推進協議会等を設置・活用するに当たっては、

必要に応じて都道府県労働局に参加を要請するなど、連携を図ること。 

２  都道府県健康増進計画の策定に当たっては、都道府県が策定する医療法（昭和２

３年法律第２０５号）に規定する医療計画、高齢者の医療の確保に関する法律（昭

和５７年法律第８０号）に規定する都道府県医療費適正化計画、介護保険法（平成

９年法律第１２３号）に規定する都道府県介護保険事業支援計画、がん対策基本法

（平成１８年法律第９８号）に規定する都道府県がん対策推進計画等の都道府県健

康増進計画と関連する計画及び都道府県が定める歯科口腔保健の推進に関する法律

（平成２３年法律第９５号）に規定する基本的事項との調和に配慮すること。 

また、都道府県は、市町村健康増進計画の策定支援を行うとともに、必要に応じ、

市町村ごとの分析を行い、地域間の健康格差の是正に向けた目標を設定するよう努

めること。 

  ３ 保健所は、地域保健の広域的、専門的かつ技術的拠点として、健康格差の縮小を図

ること等を目的とした健康情報を収集分析し、提供するとともに、地域の実情に応

じ、市町村における計画策定の支援を行うこと。 

   ４ 市町村は、市町村健康増進計画を策定するに当たっては、都道府県や保健所と連携

しつつ、事業の効率的な実施を図る観点から、医療保険者として策定する高齢者の

医療の確保に関する法律に規定する特定健康診査等実施計画と市町村健康増進計画

を一体的に策定するなど、医療保険者として実施する保健事業と事業実施者として

行う健康増進事業との連携を図るとともに、市町村が策定する介護保険法に規定す

る市町村介護保険事業計画等の市町村健康増進計画と関連する計画との調和を図る

よう留意すること。 

また、市町村は、健康増進法に基づき実施する健康増進事業について、市町村健

康増進計画において位置付けるよう留意すること。 

 ５ 都道府県及び市町村は、国の目標設定期間を勘案しつつ、一定の期間ごとに計画

の評価及び改定を行い、継続的な取組に結びつけること。評価に当たっては、都道

府県又は市町村自らによる取組だけでなく、管内の医療保険者、学校保健関係者、

産業保健関係者等における取組の進捗状況や目標の達成状況について評価し、その

後の取組等に反映するよう留意すること。 

 ６ 都道府県及び市町村は、健康増進のための目標の設定や、目標を達成するまでの

過程及び目標の評価において、住民が主体的に参加し、その意見を積極的に反映で

きるよう留意すること。 

 

第四 国民健康・栄養調査その他の健康の増進に関する調査及び研究に関する基本的な事項 
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  一 健康増進に関する施策を実施する際の調査の活用 

国は、国民の健康の増進を推進するための目標等を評価するため、効率的に国民健

康・栄養調査等の企画を行い、実施する。この際、生活習慣の改善のほか、社会環境

の改善に関する調査研究についても併せて推進していく。 

国、地方公共団体、独立行政法人等においては、国民健康・栄養調査や都道府県健

康・栄養調査、国民生活基礎調査、健康診査、保健指導、地域がん登録事業等の結果、

疾病等に関する各種統計、診療報酬明細書(レセプト)の情報その他の収集した情報等

を基に、現状分析を行うとともに、健康増進に関する施策の評価を行う。この際、個

人情報について適正な取扱いの厳格な実施を確保することが必要であることを認識し、

個人情報の保護に関する法律(平成１５年法律第５７号)、行政機関の保有する個人情

報の保護に関する法律(平成１５年法律第５８号)、独立行政法人等の保有する個人情

報の保護に関する法律(平成１５年法律第５９号)、統計法（平成１９年法律第５３号）、

地方公共団体において個人情報の保護に関する法律の趣旨を踏まえて制定される条例

等を遵守するほか、各種調査の結果等を十分活用するなどにより、科学的な根拠に基

づいた健康増進に関する施策を効率的に実施していくことが重要である。 

また、こうした調査等により得られた情報については、積極的な公表に努める。 

    さらに、国、地方公共団体は、ＩＣＴ（情報通信技術をいう。以下同じ。）を活用し

て、健診結果等の健康情報を個人が活用するとともに、全国規模で健康情報を収集・

分析し、効果的な生活習慣病対策を実施することができる仕組みを構築するよう努め

る。 

二 健康の増進に関する研究の推進 

国、地方公共団体、独立行政法人等においては、国民の社会環境や生活習慣と生活

習慣病との関連等に関する研究を推進し、研究結果に関して的確かつ十分な情報の提

供を行うことにより、個人の効果的な健康増進の支援を行っていくことが必要である。 

 

第五 健康増進事業実施者間における連携及び協力に関する基本的な事項 

 各保健事業者は、質の高い保健サービスを効果的かつ継続的に提供するため、特定健

診・特定保健指導、がん検診、労働者を対象とした健康診断等の徹底を図るとともに、

転居、転職、退職等にも適切に対応し得るよう、保健事業の実施に当たって、既存の組

織の有効活用のほか、地域・職域連携推進協議会等が中心となり、共同事業の実施等保

健事業者相互の連携の促進を図ることが必要である。 

具体的には、がん検診や特定健診など各種検診の実施主体間で、個人の健康情報の共有

を図るなど、健康に関する対策を効率的かつ効果的に実施することが考えられる。さら

に、がん検診や特定健診等の健康診査を同時に実施することにより、受診者の利便性を
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向上させることや、受診率の目標達成に向けて、各種の検診実施事業者の参加による受

診率の向上に関するキャンペーンを実施するなどの工夫を行うことが考えられる。 

なお、健康診査の実施等に係る健康増進事業実施者間の連携については、これらによる

ほか、健康増進法に基づく健康増進事業実施者に対する健康診査の実施等に関する指針

の定めるところによる。 

 

第六 食生活、運動、休養、飲酒、喫煙、歯の健康の保持その他の生活習慣に関する正しい

知識の普及に関する事項 

一 基本的な考え方 

健康増進は、最終的には、国民一人一人の意識と行動の変容にかかっていることか

ら、国民の主体的な健康増進の取組を支援するためには、国民に対する十分かつ的確

な情報提供が必要である。このため、生活習慣に関する情報の提供については、マス

メディアやＩＣＴのほか、健康増進に関するボランティア団体や、産業界、学校教育、

保健事業における健康相談等多様な経路を活用するとともに、対象集団の特性に応じ

た効果的な働きかけを、複数の方法を組み合わせて行っていくことが重要である。ま

た、情報提供の内容は、科学的知見に基づいたものであるとともに、分かりやすく、

取組に結び付きやすい魅力的、効果的かつ効率的なものとなるよう工夫する必要があ

り、さらに、国、地方公共団体等は、生活習慣の各分野に関し、指針の策定、普及等

に取り組む必要がある。 

     なお、生活習慣に関する正しい知識の普及に当たっては、家庭、職場、地域等の社

会環境が生活習慣に及ぼす影響の重要性についても認識を高めることができるよう工

夫する。 

     また、情報提供に当たっては、誤った情報や著しく偏った不適切な情報が提供され

ることがないよう留意する必要がある。 

二 健康増進普及月間等 

    国民運動の一層の推進を図るため、九月を健康増進普及月間とし、国民一人一人の

自覚を高めるほか、社会全体で健康づくりを支え合う環境を醸成するための健康増進

の取組を一層促進するよう健康日本二十一全国大会を実施するなどの広報を行うこと

とする。 

   また、こうした取組が一層効果的となるよう、併せて、食生活改善普及運動を九月に

実施する。 

 

第七 その他国民の健康の増進の推進に関する重要事項 

 一 地域の健康課題を解決するための効果的な推進体制 
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健康増進に関係する機関及び団体等がそれぞれ果たすべき役割を認識するとともに、

地域の健康課題を解決するため、市町村保健センター、保健所、医療保険者、医療機

関、薬局、地域包括支援センター、教育関係機関、マスメディア、企業、ボランティ

ア団体等から構成される中核的な推進組織が、市町村保健センター、保健所を中心と

して、各健康増進計画に即して、当該計画の目標を達成するための行動計画を設定し、

各機関及び団体等の取組をそれぞれ補完し合うことにより、効果的な取組が図られる

ことが望ましい。 

また、国は、地方公共団体が健康増進計画の策定等を行う際に、各種統計資料等の

データベースの作成や分析手法の提示等の技術的援助を行い、都道府県も市町村に対

し同様の技術的援助を行うことが必要である。 

二 多様な主体による自発的取組や連携の推進 

  運動や休養に関連する健康増進サービス関連企業、健康機器製造関連企業、食品関

連企業を始めとして、健康づくりに関する活動に取り組む企業、ＮＧＯ、ＮＰＯ等の

団体は、国民一人一人の健康増進に向けた取組を一層推進させるための自発的取組を

行うとともに、その取組について国民に情報発信を行うことが必要である。また、国、

地方公共団体等は、そうした取組の中で、優れた取組を行う企業等を評価するととも

に、当該取組が国民に広く知られるよう、積極的に当該取組の広報を行うなど、健康

づくりのための社会環境の整備に取り組む企業等が増加するような動機付けを与える

ことが必要である。 

     さらに、健康増進の取組を進めるに当たっては、健康づくり対策、母子保健、精神

保健、介護予防及び就業上の配慮や保健指導などを含む産業保健の各分野における対

策並びに医療保険の保険者が実施する対策を含めた厚生労働行政分野における健康増

進に関する対策（食育の推進を含む。）のみならず、学校保健対策、ウォーキングロー

ド（遊歩道等の人の歩行の用に供する道をいう。）の整備などの対策、森林等の豊かな

自然環境の利用促進対策、総合型地域スポーツクラブの活用などの生涯スポーツ分野

における対策、健康関連産業の育成等、関係行政分野、関係行政機関等が十分に連携

をとっていく必要がある。 

三 健康増進を担う人材 

地方公共団体においては、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准

看護師、管理栄養士、栄養士、歯科衛生士その他の職員が、栄養・食生活、身体活動・

運動、休養・こころの健康づくり、喫煙、飲酒、歯・口腔の健康等の生活習慣全般に

ついての保健指導及び住民からの相談を担当する。 

国及び地方公共団体は、健康増進に関する施策を推進するための保健師、管理栄養

士等の確保及び資質の向上、健康運動指導士等健康づくりのための運動指導者や健康
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スポーツ医との連携、食生活改善推進員、禁煙普及員等のボランティア組織や健康づ

くりのための自助グループの支援体制の構築等に努める必要がある。 

このため、これらの人材について、国において総合的な企画及び調整の能力の養成

並びに指導者としての資質の向上に重点を置いた研修の充実を図るとともに、都道府

県において市町村、医療保険者、地域の医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会、

栄養士会等の関係団体等と連携し、地方公共団体の職員だけでなく、地域・職域にお

ける健康増進に関する施策に携わる専門職等に対し、最新の科学的知見に基づく研修

の充実を図ることが必要である。 

また、地域保健担当者、学校保健担当者等は、国民の健康増進のために相互に連携

を図るよう努める必要がある。 
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別表 

１ 健康寿命の延伸と健康格差の縮小の実現に関する目標 

項目 現状 目標（平成 35年） 

①健康寿命の延伸  

ア 日常生活に制限のない期間の

平均 

男性 70.42年 

女性 73.62年 

（平成 22年） 

平均寿命の増加分を上

回る健康寿命であるこ

と 

イ 自分が健康であると自覚して

いる期間の平均 

男性 69.90年 

女性 73.31年 

（平成 22年） 

②健康格差の縮小  

ア 日常生活に制限のない期間の

平均の都道府県格差 

男性 3.58年 

女性 3.13年 

（平成 19年） 

都道府県格差を縮小す

ること 

イ 自分が健康であると自覚して

いる期間の平均の都道府県格差 

男性 3.88年 

女性 3.54年 

（平成 19年） 

 （注）上記②の目標を実現するに当たっては、健康寿命の最も長い都道府県の数値を目

標として、各県において健康寿命の延伸を図るよう取り組むものである。 

 

２ 主要な生活習慣病の発症予防と重症化予防に関する目標 

 （１） がん 

項目 現状 目標（平成 35年） 

①75歳未満のがんの年齢調整死亡

率の減尐（10万人当たり） 

84.3 

（平成 22年） 

次期がん対策推進基本

計画に合わせて設定 

②がん検診の受診率の向上 胃がん 男性 34.3％ 

    女性 26.3％ 

肺がん 男性 24.9％ 

    女性 21.2％ 

大腸がん 男性 27.4％ 

     女性 22.6％ 

子宮がん 女性 32.0％ 

乳がん 女性 31.4％ 

（平成 22年） 

 

次期がん対策推進基本

計画に合わせて設定 
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 （２）循環器疾患 

項目 現状 目標（平成 35年） 

①脳血管疾患・虚血性心疾患の年齢調整死

亡率の減尐（10万人当たり） 

脳血管疾患 

 男性 49.5 

 女性 26.9 

虚血性心疾患 

 男性 36.9 

 女性 15.3 

（平成 22年） 

脳血管疾患 

 男性 37.7 

 女性 23.1  

虚血性心疾患 

 男性 28.9 

 女性 12.8 

 

②高血圧の改善（最高血圧の平均値の低

下） 

男性 138mmHg 

女性 133mmHg 

（平成 20年） 

男性 134mmHg 

女性 129mmHg 

 

③脂質異常症の減尐（総コレステロール

240mg/dl以上の割合） 

16.4％ 

（平成 20年） 

12％ 

 

④メタボ予備群・メタボ該当者の減尐 1,400万人 

（平成 20年） 

平成25年度から開

始する第二期医療

費適正化計画の策

定時期に合わせて

設定(P) 

⑤特定健診・特定保健指導の実施率の向上 特定健康診査の実施

率 41.3％ 

特定保健指導の終了

率 12.3％ 

（平成 21年） 

平成25年度から開

始する第二期医療

費適正化計画に合

わせて設定 

 （３）糖尿病 

項目 現状 目標（平成 35年） 

①合併症（糖尿病性腎症による年間新規透

析導入率）の減尐 

0.182％ 

（平成 19年） 

0.167％ 

 

②治療継続者の割合の増加 53.5％ 

（平成 21年） 

100％ 

 

③血糖コントロール指標におけるコント

ロール不良者の割合の減尐（HbA1ｃが

8.0％以上の者の割合の減尐） 

今後把握予定 現状から 25％減尐 

④糖尿病有病者の増加の抑制 890万人 自然増により見込
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（平成 19年） 

 

まれる人数（1010

万人）から 40万人

の減尐 

⑤メタボ予備群・メタボ該当者の減尐（再

掲） 

1,400万人 

（平成 20年） 

平成25年度から開

始する第二期医療

費適正化計画の策

定時期に合わせて

設定（P) 

⑥特定健診・特定保健指導の実施率の向上

（再掲） 

特定健康診査の実施

率 41.3％ 

特定保健指導の終了

率 12.3％ 

（平成 21年） 

平成25年度から開

始する第二期医療

費適正化計画に合

わせる 

 （４）ＣＯＰＤ 

項目 現状 目標（平成 35年） 

①ＣＯＰＤの知識の普及 今後把握予定 現状を踏まえ設定 

 

３ 社会生活を営むために必要な機能の維持・向上に関する目標 

 （１） こころの健康 

項目 現状 目標（平成 35年） 

①自殺者数の減尐（人口 10万人当たり） 23.4 

（平成 22年） 

自殺総合対策大綱

の見直しの状況を

踏まえて設定 

②重い抑うつや不安を感じている者の割

合の減尐（気分障害・不安障害に相当する

心理的苦痛を感じている者の減尐） 

10.4％ 

（平成 22年） 

9.4％ 

 

③メンタルヘルスに関する措置を受けら

れる職場の割合の増加 

33.6％ 

（平成 19年） 

100％ 

（平成 32年） 

④子どもの心の支援環境の充実   

ア 小児人口 10万人当たりの小児科医・

児童精神科医師の割合 

小児科医：94.4 

（平成 22年） 

児童精神科医：10.6 

（平成 21年） 

増加傾向へ 

イ スクール・カウンセラーを配置してい 84.3％ 100％ 



 

15 

 

る中学校（一定の規模以上）の割合 （平成 20年） （平成 26年） 

 （２）次世代の健康 

項目 現状 目標（平成 35年） 

①健康な生活習慣（栄養・食生活、運動）

を有する子どもの割合の増加 

 

ア 朝・昼・夜の三食を必ず食べることに

気をつけて食事をしている子どもの割合 

84.5％ 

（平成 17年度） 

100％に近づける 

イ 運動やスポーツをほとんど毎日（週に

３日以上、週に７時間以上）している子ど

もの割合 

週に３日以上 

小学校 5年生 

 男子 61.5％ 

 女子 35.9％ 

（平成 22年） 

週に７時間以上 

9歳から 11歳 

 男子 72.0％ 

 女子 59.0％ 

（平成 18年） 

 

 

増加傾向へ 

②全出生数中の極低出生体重児・低出生体

重児の割合の減尐 

極低出生体重児

0.8％ 

低出生体重児 

9.6％ 

（平成 22年） 

減尐傾向へ 

（平成 26年） 

 （３）高齢者の健康 

項目 現状 目標（平成 35年） 

①要介護状態の高齢者の割合の減尐 16.8％ 

（平成 21年） 

自然増により見込

まれる割合（19％）

から 2％減尐 

（平成 32年） 

②認知機能低下ハイリスク高齢者の発見

率の向上 

0.9％ 

（平成 21年） 

10％ 

 

③ロコモティブシンドローム（運動器症候

群）を認知している国民の割合の増加 

今後把握予定 現状を踏まえ設定 

 

④低栄養傾向の高齢者の割合の減尐（低栄

養傾向（BMI20以下又は血清アルブミン

BMI20以下の者の 

割合 

 

国民健康・栄養調
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4.0g/dl以下）の高齢者の割合の減尐） 18.9% 

血清アルブミン

4.0g/dL以下の者の

割合 18.8% 

査結果の推移を再

解析の上設定 

⑤安全に歩行可能な高齢者の増加（腰痛や

手足の関節が痛む者の割合の減尐（千人当

たり）） 

男性 265人 

女性 371人 

（平成 22年） 

男性 200人 

女性 300人 

⑥就業又は何らかの地域活動をしている

高齢者の割合の増加 

今後把握予定 現状を踏まえ設定 

 

４ 健康を支え、守るための社会環境の整備に関する目標 

項目 現状 目標（平成 35年） 

①地域のつながりの強化（居住地域でお互

いに助け合っていると思う国民の割合の

増加） 

平成 23年国民健

康・栄養調査で把握 

平成 23年国民健

康・栄養調査結果

を踏まえて設定 

②健康づくりを目的とした住民活動の増

加（健康づくりを目的とした活動に主体的

に関わっている国民の割合の増加） 

今後把握予定 現状を踏まえ設定 

③健康づくりに関する情報発信に自発的

に取り組む企業数の増加 

今後把握予定 現状を踏まえ設定 

④健康づくりに関して身近で気軽に専門

的な支援・相談が受けられる民間団体の活

動拠点数の増加 

今後把握予定 現状を踏まえ設定 

 

⑤健康格差対策に取り組む自治体の増加

（課題となる健康格差の実態を把握し、健

康づくりが不利な集団への対策を実施し

ている都道府県の数） 

今後把握予定 現状を踏まえ設定 

 

 

５ 国民の健康の増進を推進するための生活習慣の改善及び社会環境の改善（ＮＣＤリス

クの低減等）に関する目標 

 （１）栄養・食生活 

項目 現状 目標（平成 35年） 

①適正体重を維持している人の増加

（肥満、やせの減尐） 

20～60歳代男性の肥

満者の割合 31.7％ 

20～60歳代男性の肥

満者の割合 28％ 
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40～60歳代女性の肥

満者の割合 21.8% 

20歳代女性のやせの

者の割合 22.3％ 

（平成 21年） 

40～60歳代女性の肥

満者の割合 19% 

20歳代女性のやせの

者の割合 20％ 

 

②適切な量と質の食事をとる人の増

加 

 

ア 主食・主菜・副菜を組み合わせ

た食事が１日２回以上の日がほぼ毎

日の者の割合 

70.3％ 

（平成 22年） 

80％ 

 

イ 食塩摂取量の減尐 10.7g 

（平成 21年） 

8g 

 

ウ 野菜と果物の摂取量・適切な量

を摂取する割合の増加 

1日当たり摂取量の平

均値 

 野菜 295g 

 果物 115g 

適切な量を摂取する

割合 

 野菜 350ｇ以上摂取

する者の割合 

30.9％ 

 果物 100ｇ以上摂取

する者の割合 

41.0％ 

（平成 21年） 

1日当たり摂取量の平

均値 

 野菜 50g増加 

 果物 50g増加 

適切な量を摂取する割

合 

 野菜 350ｇ以上摂取

する者の割合 60％ 

 果物 100ｇ以上摂取

する者の割合 70％ 

 

 

③食事を 1人で食べる子どもの割合

の減尐 

朝食 小学生 14.8％ 

   中学生 33.8％ 

夕食 小学生 2.2％ 

   中学生 6.9％ 

（平成 17年） 

減尐傾向へ 

④健康増進を目的として食品中の栄

養成分の改善に取り組む食品企業等

の増加（食品中の食塩や脂肪の低減

に取り組む食品企業の数及び飲食店

今後把握予定 現状を踏まえ設定 
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の数の増加） 

⑤利用者に応じた食事の計画、調理

及び栄養の評価、改善を実施してい

る特定給食施設の割合の増加 

今後把握予定 現状を踏まえ設定 

 

 （２）身体活動・運動 

項目 現状 目標（平成 35年） 

①日常生活における歩数の増加 男性 7,136歩 

女性 6,117歩 

（平成 22年） 

男性 8,500歩 

女性 8,000歩 

 

②運動習慣者の割合の増加 20～50歳代男性 

24.4％ 

20～50歳代女性 

20.3％ 

60歳以上男性 

43.8％ 

60歳以上女性 

37.0％ 

（平成 22年） 

20～50歳代男性 

35％ 

20～50歳代女性 

30％ 

60歳以上男性 

55％ 

60歳以上女性 

45％ 

 

③住民が運動しやすいまちづく

り・環境整備に取り組む自治体数

の増加 

今後把握予定 

 

現状を踏まえ設定 

 

 （３）休養 

項目 現状 目標（平成 35年） 

①十分な睡眠の確保（睡眠による

休養を十分とれていない者の減

尐） 

18.6％ 

（平成 21年） 

15％ 

②週労働時間６０時間以上の雇用

者の割合の減尐 

9.3％ 

（平成 23年） 

5.0％ 

（平成 32年） 

 （４）喫煙 

項目 現状 目標（平成 35年） 

①成人の喫煙率の低下（喫煙をや

めたい人がやめる） 

19.5％ 

（平成 22年） 

12.2％ 

 

②未成年者の喫煙をなくす 中学 1年生 

男子 1.6％ 

0％ 
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女子 0.9％ 

高校 3年生 

男子 8.6％ 

女子 3.8％ 

（平成 22年） 

③妊娠中の喫煙をなくす 5.0％ 

（平成 22年） 

0％ 

（平成 26年） 

④受動喫煙（家庭・職場・飲食店・

行政機関・医療機関）の割合の低

下（受動喫煙の機会を有する者の

減尐） 

行政機関 16.9％ 

医療機関 13.3％ 

（平成 20年） 

職場 64％ 

（平成 23年） 

家庭 10.7％ 

飲食店 50.1％ 

（平成 22年） 

行政機関 0％ 

医療機関 0％ 

（平成 35年） 

職場 受動喫煙の無い

職場の実現 

（平成 32年） 

家庭 3％ 

飲食店 15％ 

（平成 35年） 

 （５）飲酒 

項目 現状 目標（平成 35年） 

①ハイリスク飲酒者の割合の低減 平成 22年国民健康・

栄養調査結果を再解

析 

現状を踏まえ設定 

②未成年者の飲酒をなくす 中学 3年生 

男子 8.0％ 

女子 9.1％ 

高校 3年生 

男子 21.0％ 

女子 18.5％ 

（平成 22年） 

0％ 

③妊娠中の飲酒をなくす 8.7％ 

（平成 22年） 

0％ 

④飲酒による他者への悪影響の低減

（他者の飲酒が原因で困った経験の

ない人の割合の増加） 

男性 73.3% 

女性 76.6% 

（平成 20年） 

検討中 

 （６）歯・口腔の健康 
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項目 現状 目標（平成 35年） 

①口腔機能の維持・向上（60歳代にお

ける咀嚼良好者の増加） 

73.4％ 

（平成 21年） 

80％ 

 

②歯の喪失防止  

ア 80歳で 20歯以上の歯を有する者

の増加 

25.0％ 

（平成 17年） 

50％ 

 

イ 60歳で 24歯以上の歯を有する者

の増加 

60.2％ 

（平成 17年） 

70％ 

 

ウ 40歳で喪失歯のない者の増加 54.1％ 

（平成 17年） 

75％ 

 

③歯周病を有する者の割合の減尐  

ア 20歳代における歯肉に炎症所見

を有する者の割合の減尐 

平成 21年国民健康・

栄養調査結果を再解

析 

現状を踏まえて設定 

イ 40歳代における進行した歯周炎

を有する者の割合の減尐 

37.3％ 

（平成 17年） 

25％ 

 

ウ 60歳代における進行した歯周炎

を有する者の割合の減尐 

54.7％ 

（平成 17年） 

45％ 

 

④乳幼児・学齢期のう蝕のない者の増

加 

 

ア ３歳児でう蝕がない者の割合が

80％以上である都道府県の増加 

12.8％ 

（平成 21年） 

50％ 

 

イ 12歳児の一人平均う歯数が 1.0歯

未満である都道府県の増加 

12.8％ 

（平成 22年） 

80％ 

 

⑤歯科検診の受診者の増加（過去 1年

間に歯科健康診査を受診した者の割

合の増加） 

34.1％ 

（平成 21年） 

65％ 

 

 



（参考）

栄養・食生活 身体活動・運動 休養 喫煙 飲酒 歯・口腔の健康

がん
①75歳未満のがんの年齢調整死亡率の減尐
②がん検診の受診率の向上

循環器疾患

糖尿病

慢性閉塞性肺疾患
（COPD）

①COPDの知識の普及

こころの健康

①自殺者数の減尐
②重い抑うつや不安を感じている人の割合の減尐
③メンタルヘルスに関する措置を受けられる職場の割合の増加
④子どもの心の支援環境の充実

次世代の健康

①健康な生活習慣（栄養・食生活、運動）を有する子どもの割合の増加

②全出生数中の極低出生体重児・低出生体重児の割合の減尐

高齢者の健康

①要介護状態の高齢者の割合の減尐
②認知機能低下ハイリスク高齢者の発見率の向上
③ロコモティブシンドローム（運動器症候群）を認知している国民の割合の増加
④低栄養傾向の高齢者の割合の減尐
⑤安全に歩行可能な高齢者の増加
⑥就業又は何らかの地域活動をしている高齢者の割合の増加

地
域
の
絆
に
よ
る
社
会
づ
く
り

①成人の喫煙率の低下

②未成年者の喫煙をなくす

③妊娠中の喫煙をなくす

④受動喫煙（家庭・職場・飲
食店・行政機関・医療機関）
の割合の低下

①ハイリスク飲酒者の割合
の低減

②未成年者の飲酒をなくす

③妊娠中の飲酒をなくす

④飲酒による他者への悪
影響の低減

目　　　標

⑤生活習慣の改善・社会環境の改善

社
会
生
活
に
必
要
な
機
能
の
維
持
・
向
上

①健康寿命の延伸
②健康格差の縮小

全体目標

①口腔機能の維持・向上

②歯の喪失防止
　
③歯周病を有する者の割
合の減尐

④乳幼児・学齢期のう蝕の
ない者の増加
　
⑤歯科検診の受診者の増
加

①地域のつながりの強化

②健康づくりを目的とした住民活動の増加

③健康づくりに関する情報発信に自発的に取り組む企業数の増加

④健康づくりに関して身近で気軽に専門的な支援・相談が受けられる民間団体の活動拠点数の増加

⑤健康格差対策に取り組む自治体数の増加

①適正体重を維持している人
の増加（肥満、やせの減尐）

②適切な量と質の食事をとる
人の増加（主食・主菜・副菜
を組み合わせた食事の増
加、食塩摂取量の減尐、野
菜・果物摂取量の増加）

③共食の増加（食事を１人で
食べる子どもの割合の減尐）

④健康増進を目的として食品
中の栄養成分の改善に取り
組む食品企業等の増加

⑤利用者に応じた食事の計
画、調理及び栄養の評価、改
善を実施している特定給食施
設の割合の増加

①日常生活における歩数
の増加

②運動習慣者の割合の増
加

③住民が運動しやすいまち
づくり・環境整備に取り組む
自治体数の増加

①十分な睡眠の確保

②週労働時間６０時間以上
の雇用者の割合の減尐

①脳血管疾患・虚血性心疾患の年齢調整死亡率の減尐
②高血圧の改善（最高血圧の平均値の低下）
③脂質異常症の減尐（総コレステロール240ｍｇ／ｄｌ以上の割合）

④メタボ予備群・メタボ該当者の減尐
⑤特定健診・特定保健指導の実施率の向上

①合併症（糖尿病性腎症による年間新規透析導入率）の減尐
②治療継続者の割合の増加
③血糖コントロール指標におけるコントロール不良者の割合の減尐（HbA1cが
8.0％以上の者の割合の減尐）
④糖尿病有病者の増加の抑制

N
C
D
の
予
防

①健康寿命の延伸と健康格
差の縮小

③社会生活を営むために必
要な機能の維持・向上

基本的な方向

④健康を支え、守るための
社会環境の整備

②生活習慣病の発症予防と
重症化予防の徹底
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「歯科口腔保健の推進に関する基本的事項」骨子(案) 

 

 歯科口腔保健の推進に関する法律(平成 23 年法律第 95号)第 12条第１項の規定に

基づき、歯科口腔保健の推進に関する国及び地方公共団体の施策を総合的に推進する

ための基本的事項を次のように定める。 

この基本的事項は、高齢化の進展が進む中で将来を見据え、乳幼児期からの歯科疾

患の予防、口腔機能の獲得・保持等により、すべての国民が心身ともに健やかで心豊

かな生活ができる社会を実現することを目的に、保健、医療、社会福祉、労働衛生、

教育その他の関連施策及びその関係者との連携を図り、歯科口腔保健の推進に関する

国及び地方公共団体の施策を総合的に推進するための基本的な事項を示すものであ

る。 

 

第一 歯科口腔保健の推進のための基本的な方針 

 １．口腔の健康の保持・増進、歯科口腔保健に関する健康格差の縮小 

・口腔の健康の保持・増進が健康で質の高い生活を営むうえで基礎的かつ重要な

役を果たしていることから、歯科口腔保健の推進を通じて、国民保健の向上に

寄与する。 

・歯科疾患の発症のリスクが高い集団に対する取組と環境を整備して生活習慣の

改善等ができるようにする取組を組み合わせることにより、口腔の健康の保

持・増進を実現する。 

・口腔の健康の保持・増進は、個人が主体的に取り組む課題であるが、個人の行

うケアに加え、家庭、地域、職場、医療機関（病院歯科・歯科診療所を含む）

等を含めた社会全体としてもその取組を支援し、さらに歯科専門職が行うケア

も組み合わせることで、口腔の健康の保持・増進及び歯科口腔保健に関する健

康格差の縮小を実現する。 

・口腔の健康の保持・増進及び歯科口腔保健に関する健康格差の縮小のための取

組を適切かつ効果的に行うために、ライフステージごとの特性等を踏まえるこ

とが重要である。  

・口腔の健康の保持・増進、歯科口腔保健に関する健康格差の縮小のために、平

成元年(1989年)より、日本人の平均寿命である８０歳で２０本以上の歯を残す

ことをスローガンに取り組んできた「８０２０(ハチマルニイマル)運動」は引

き続き推進する。 

 

 ２．歯科疾患の予防 

・う蝕や歯周病等の歯科疾患がない社会を目指して、歯科疾患の成り立ちや予防

方法について普及啓発を行うとともに、健康を増進する一次予防に重点を置い

た対策を推進する。  

    

 

資料２－１ 
 

平成 24年 2月 13日 

 歯科口腔保健の推進に関する専門委員会 

   第 4回ワーキンググループ資料 
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３．生活の質の向上に向けた口腔機能の獲得・向上及び低下の軽減 

  ・食べる喜び、話す楽しみ等の QOL(生活の質)の向上を図るためには、口腔機能

の獲得・向上及び低下の軽減が重要である。 

・高齢期においては、摂食・嚥下等の口腔機能が低下しやすく、これを防ぐため

には、特に、乳幼児期から学齢期 (高等学校を含む。)にかけて、良好な口腔・

顎・顔面の成長発育及び適切な口腔機能を獲得し、成人期・高齢期にかけて口

腔機能の向上及び低下の軽減を図っていくことが重要である。 

 ・口腔機能の獲得・向上及び低下の軽減を図るには、口腔機能に影響を与える習

癖等の除去等を歯科保健指導等により促進することが重要である。 

   

 ４．定期的な歯科検診又は歯科医療を受けることが困難な者 

  ・障害者、介護を必要とする高齢者その他の者で、定期的に歯科検診又は歯科医

療を受けることが困難な者に対しては、その状況に応じた支援をしたうえで歯

科疾患の予防等による口腔の健康の保持・増進を推進していく必要がある。 

 

５．歯科口腔保健を推進するために必要な社会環境の整備 

  ・歯科口腔保健に携わる人材の育成を推進していく必要がある。 

 ・ライフステージごとの特性等に応じた多様な歯科口腔保健を推進するために、

地方公共団体に歯科専門職を配置することが望ましい。 

 ・歯科口腔保健に関する施策を総合的に推進していくために、口腔保健支援セン

ターを設置することが望ましい。   

・歯科に関する疾患の早期発見及び早期治療を行うため、定期的に歯科に係る検

診を受けることの勧奨を行う。 

 

第二 歯科口腔保健を推進するための目標、計画に関する事項 

 １．目標、計画設定と評価の考え方   

  ・歯科口腔保健にかかわる多くの関係者が共通の認識として持つ科学的根拠に基

づいた、実態把握が可能な具体的目標を設定することを原則とする。 

  ・アウトカムとしての目標と、その目標を実現するためのプロセスとしての計画

を設定する。 

  ・「歯科疾患の予防」及び「生活の質の向上に向けた口腔機能の獲得・向上及び

低下の軽減」のための目標、計画は、ライフステージごとの特性を踏まえたも

のとする。 

・対象期間を 10年に設定した上で必要な目標、計画を設定する。 

・歯科口腔保健の推進にかかる施策の成果については、基本的事項の策定後５年

を目途に中間評価を行うとともに、最終年度に再度評価を行うことにより、そ

の後の歯科口腔保健の推進にかかる施策に反映できるようにする。 
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２．歯科口腔保健を推進するための目標 

 (１)口腔の健康の保持・増進、歯科口腔保健に関する健康格差の縮小に関する目標    

・口腔の健康の保持・増進 

   ・歯科口腔保健に関する健康格差の縮小    

 

(２)歯科疾患の予防における目標、計画 

 ① 乳幼児期 

  【目標】 ・健全な歯・顎骨の成長・育成(う蝕のない者の割合の増加) 

  【計画】 ・普及啓発(歯科疾患、口腔の外傷等に関する知識) 

       ・歯科保健指導の実施(う蝕予防のための食生活、発達の程度に応

じた歯口清掃等) 

       ・う蝕予防方法(フッ化物、小窩裂溝填塞法（シーラント）、定期的

な歯科検診等) 

       ・その他 

 ② 学齢期(高等学校等を含む) 

  【目標】 ・口腔の状態の向上(う蝕のない者の割合の増加、歯肉炎のない者

の割合の増加、歯牙障害件数の割合の減尐) 

  【計画】 ・普及啓発(歯科疾患、口腔の外傷等に関する知識)  

       ・歯科保健指導の実施(う蝕予防のための食生活、歯口清掃等) 

       ・う蝕予防方法(フッ化物、小窩裂溝填塞法（シーラント）、定期的

な歯科検診等) 

       ・歯周病予防方法(歯口清掃、定期的な歯科検診等) 

              ・その他 

 ③ 成人期(妊産婦を含む) 

【目標】   ・健全な口腔状態の維持(歯肉に炎症所見を有する者の割合の減尐、

進行した歯周炎を有する者の割合の減尐、未処置歯を有する者の

割合の減尐、喪失歯のない者の割合の増加) 

  【計画】 ・普及啓発(歯周病と糖尿病・喫煙・早産等の関係性、口腔がん等

に関する知識)         

・歯科保健指導の実施(う蝕予防のための食生活、歯口清掃等)    

・う蝕予防方法（フッ化物、定期的な歯科検診等） 

         ・歯周病予防方法(歯口清掃、定期的な歯科検診等)  

・生活習慣の改善(禁煙支援) 

・その他 

 ④ 高齢期 

  【目標】 ・歯の喪失防止(進行した歯周炎を有する者の割合の減尐、自分の

歯を有する者の割合の増加、未処置歯を有する者の割合の減尐) 

  【計画】 ・普及啓発(根面う蝕、口腔がん等に関する知識) 

       ・歯科保健指導の実施(う蝕予防のための食生活、歯口清掃等) 
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       ・う蝕予防方法(フッ化物、定期的な歯科検診等) 

       ・その他 

 

(３)生活の質の向上に向けた口腔機能の獲得・向上及び低下の軽減における目標、 

計画 

 ① 乳幼児期、学齢期(高等学校等を含む) 

  【目標】 ・口腔機能の獲得(不正咬合等が認められる者の割合の減尐) 

  【計画】 ・普及啓発(口腔・顎・顔面の成長発育等に関する知識) 

       ・歯科保健指導の実施(口腔機能獲得に影響を及ぼす習癖等の除去、

食育等)       

       ・その他 

② 成人期、高齢期 

  【目標】 ・口腔機能の回復・向上及び低下の軽減(咀嚼に支障がある者の割

合の減尐) 

  【計画】 ・普及啓発(口腔の状態と全身の健康との関係等に関する知識) 

       ・歯科保健指導の実施(歯口清掃、入れ歯の手入れ、食育等) 

       ・口腔機能の回復・向上に関する取組の推進 

       ・その他 

 

 (４)定期的な歯科検診、歯科医療を受けることが困難な者における目標、計画 

 ① 障害者・要介護高齢者 

  【目標】 ・【Ｐ】定期歯科検診の実施率の増加 

※平成 23年度厚生労働科学研究(特別研究)により記載予定 

 【計画】 ・【Ｐ】○○に関する実態把握(上記厚労科研で対応可能か) 

       ・普及啓発(歯科疾患、医療・介護サービス、摂食・嚥下機能、口

腔ケア等に関する知識) 

       ・その他 

  

 (５)歯科口腔保健を推進するために必要な社会環境の整備における目標、計画 

  【目標】 ・歯科口腔保健の推進体制の整備(歯科検診を受診した者の割合の

増加、う蝕の地域格差の縮小、歯科口腔保健の推進に関する条例

を制定している都道府県の増加) 

  【計画】 ・歯科に係る検診の勧奨、実施体制の整備 

       ・口腔保健支援センターの設置 

       ・歯科口腔保健法に基づく基本的事項の策定 

       ・医療計画に歯科医療機関の位置付けを記載 

       ・歯科専門職の配置、地域歯科口腔保健の推進のための人材の確保

及び育成        

・歯科医師、歯科衛生士、医師、看護師、准看護師、保健師、薬剤
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師、管理栄養士、栄養士、介護福祉士等の研修の充実 

       ・その他 

 

第三 都道府県及び市町村の歯科口腔保健の基本的事項の策定に関する基本的な事

項 

１．歯科口腔保健の基本的事項の目標、計画の設定と評価 

   ・都道府県は歯科口腔保健の推進に関する法律に基づき講ぜられる施策につき、

それらの総合的な実施のための方針、目標、計画その他の基本的事項を定める

よう努めなければならない。 

・都道府県及び市町村は、歯科口腔保健の基本的事項の策定に当たり、第二に掲

げた目標、計画を勘案してかつ、地域の状況に応じて、独自に到達すべき目標、

計画等を設定し、定期的に評価及び改定を実施するよう努めるものとする。 

 ２．目標、計画策定の留意事項 

  ・地域の歯科口腔保健の状況を把握するよう努めるものとする。 

  ・ライフステージの区分等は、国が策定する基本的事項を参考に、地域の実情を 

踏まえて設定することが望ましい。 

  ・地域の連携体制にのっとった歯科口腔保健の推進計画を策定するよう努めるも 

のとする。 

  ・基本的事項の策定に当たっては、大学等研究機関及び地域住民等と連携するよ 

う努めるものとする。 

 

第四 調査及び研究に関する基本的な事項 

 １．調査の実施及び活用 

   ・国は、歯科口腔保健を推進するための目標、計画を適切に評価する観点から、

歯科疾患実態調査等の企画については、その時期に配慮して 5年毎に実施する。 

   ・国、地方公共団体等は、歯科疾患実態調査、国民健康・栄養調査、学校保健統

計調査、健康診査、保健指導、診療報酬明細書その他の各種統計等を基に、個

人情報の保護に留意しつつ、現状分析を行うとともに、これらを歯科口腔保健

の推進に関する施策の評価に十分活用する。 

   ・地方公共団体等は、各種統計等から得られた情報を、個人の歯科口腔保健の推

進に活用できる形で地域住民に提供するよう努めるものとする。 

   ・国は各地域で行われている施策等を把握し、情報提供するよう努めるものとす

る。 

 

 ２．研究の推進 

   ・国及び地方公共団体は、国民の歯科口腔保健の状況に応じて、口腔の状態と全

身の健康との関係、歯科疾患と生活習慣との関係、歯科口腔保健と医療保険と

の関係等についての研究を推進し、その研究結果を的確かつ十分に情報提供す

るものとする。 
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   ・国は、科学的根拠にもとづく歯科口腔保健を推進するために、歯科口腔保健に

関するデータベースを構築するよう努めるものとする。 

   ・地方公共団体は、地域における歯科口腔保健の状況を把握するために、歯科口

腔保健に関するデータベースを構築するよう努めるものとする。 

 

第五 その他歯科口腔保健の推進に関する重要事項 

 １．歯科口腔保健に関する正しい知識の普及に関する事項 

   ・情報提供はマスメディア、ボランティア、産業界、学校教育等多様な経路を活

用し、かつ、その内容は科学的知見に基づき分かりやすく、取組に結びつきや

すい魅力的、効果的かつ効率的なものとなるよう工夫する。 

   ・生活習慣に関する正しい知識の普及に当たっては、家庭、職場、地域等の社会

環境が生活習慣に及ぼす影響の重要性についても認識を高めることができる

よう工夫する。 

   ・情報提供に当たっては、特定の内容が強調され、誤った情報として伝わること

がないよう留意する。 

 

２．歯科口腔保健の推進を行う者間における連携および協力に関する事項 

・医科・歯科の連携 (特に、口腔・顎・顔面の発育不全を有する者、糖尿病を有

する者、禁煙を希望する者、妊産婦、周術期管理が必要な者等において)を図

ることが望ましい。 

・歯科専門職、医師、看護師、准看護師、保健師、薬剤師、管理栄養士、栄養士、

介護福祉士、地域保健担当者、学校保健担当者等が連携し、情報共有すること

が望ましい。 

・医療保険者、医療機関（病院歯科、歯科診療所を含む）、保健所、市町村保 

健センター、教育関係機関、児童相談所、マスメディア、企業、ボランティア

団体等は、国及び地方公共団体が歯科口腔保健の推進に関して講ずる施策に協

力するとともに、これら関係機関等から構成される中核的な推進組織を設置す

る等、互いに連携して、歯科口腔保健を推進することが望ましい。 

・特に、障害者・要介護高齢者においては、高次医療機関と地域の歯科診療所等 

の連携と役割分担を図ることが望ましい。 



資料２－２

目標

目標 指標 目標 指標 目標 指標

①乳幼児期 健全な歯・顎骨の成長・育成 ・う蝕のない者の割合の増加

②学齢期（高等学
校等を含む）

口腔の状態の向上

・う蝕のない者の割合の増加
　

・歯肉炎のない者の割合の増加

・歯牙障害件数の割合の減少

③成人期（妊産婦
を含む）

健全な口腔状態の維持

・歯肉に炎症所見を有する者の割合
の減少

・進行した歯周炎を有する者の割合の
減少

・未処置歯を有する者の割合の減少

・喪失歯のない者の割合の増加

④高齢期 歯の喪失防止

・未処置歯を有する者の割合の減少

・進行した歯周炎を有する者の割合の
減少

・自分の歯を有する者の割合の増加

目標

歯科口腔保健の推進体制の
整備

※目標値については、平成23年度厚生労働科学研究（特別研究）　「歯科口腔保健の推進に関する総合的な研究」　（主任研究者：国立保健医療科学院　三浦宏子）において設定。

（２）歯科疾患の予防
（３）生活の質の向上に向けた口腔機能の獲得・向上及び低下の軽

減
（４）定期的な歯科検診又は歯科医療を受けることが困難な者

ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ

口腔機能の獲得

・不正咬合等が認められる者の割合
の減少

【Ｐ】定期歯科検診の実施率
の増加

【Ｐ】定期歯科検診の実施率の増加

口腔機能の回復・向上及
び低下の軽減

・咀嚼に支障がある者の割合の減少

（５）歯科口腔保健を推進するために必要な社会環境の整備

指標

・歯科検診を受診した者の割合の増加
・う蝕の地域格差の縮小

・歯科口腔保健の推進に関する条例を制定している都道府県の割合の増加

平成24年2月13日
歯科口腔保健の推進に関する専門委員会

第4回ワーキンググループ資料

「歯科口腔保健の推進に関する基本的事項」骨子（案）に関する目標一覧（案）
（１）口腔の健康の保持・増進と歯科口腔保健に関する健康格差の縮小の実現

指標

口腔の健康の保持・増進
歯科口腔保健に関する健康

格差の縮小

1



平成24年2月13日
歯科口腔保健の推進に関する専門委員会

第4回ワーキンググループ資料

目標
具体的指標

（現状値→目標値）
データソース

①乳幼児期 健全な歯・顎骨の成長・育成
３歳児でのう蝕のない者の割合の増加
【Ｐ】77.1％→95.0％
※「健やか親子２１」では、平成26年度の目標値80％以上

・厚生労働省　母子保健課・歯科保健課調べ

１２歳児でのう蝕のない者の割合の増加
【Ｐ】54.6％→75.0％

・学校保健統計調査

中学生・高校生で歯肉炎のない者の割合の増加
【Ｐ】26.0％→15.0％

・学校保健統計調査
・歯科疾患実態調査

高校生で歯牙障害件数の割合の減少
【Ｐ】22.0％→5.0％

・日本スポーツ振興センター　障害見舞金給付件数

２０歳代における歯肉に炎症所見を有する者の割合の減少
【Ｐ】○％→○％

・国民健康・栄養調査

・４０歳代における進行した歯周炎を有する者の割合の減少
　37.3％→25.0％

・歯科疾患実態調査

・４０歳（35～44歳）の未処置歯を有する者の割合の減少
　40.3％→10.0％

・歯科疾患実態調査

・４０歳（35～44歳）で喪失歯のない者の割合の増加
　54.1％→75.0％

・歯科疾患実態調査

・６０歳（55～64歳）の未処置歯を有する者の割合の減少
　37.6％→10.0％

・歯科疾患実態調査

・６０歳代における進行した歯周炎を有する者の割合の減少
　54.7％→45.0％

・歯科疾患実態調査

・６０歳(65～74歳）で２４歯以上の自分の歯を有する者の割合の増加
　60.2％→70.0％

・歯科疾患実態調査

・８０歳(75～84歳）で２０歯以上の自分の歯を有する者の割合の増加
　26.8％→50.0％

・歯科疾患実態調査

※目標値については、平成23年度厚生労働科学研究（特別研究）　「歯科口腔保健の推進に関する総合的な研究」　（主任研究者：国立保健医療科学院　三浦宏子）において設定。

（２）歯科疾患の予防

ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ

②学齢期（高等学
校等を含む）

口腔の状態の向上

③成人期（妊産婦
を含む）

健全な口腔状態の維持

④高齢期 歯の喪失防止
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平成24年2月13日
歯科口腔保健の推進に関する専門委員会

第4回ワーキンググループ資料

目標
具体的指標

（現状値→目標値）
データソース

①乳幼児期

②学齢期（高等
学校等を含む）

③成人期（妊産
婦を含む）

④高齢期

※目標値については、平成23年度厚生労働科学研究（特別研究）　「歯科口腔保健の推進に関する総合的な研究」　（主任研究者：国立保健医療科学院　三浦宏子）において設定。

（３）生活の質の向上に向けた口腔機能の獲得・向上及び低下の軽減

ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ

口腔機能の獲得
・３歳児での不正咬合等が認められる者の割合の減少
　12.3％→10.0％ ・厚生労働省　母子保健課・歯科保健課調べ

口腔機能の回復・向上及び低下
の軽減

・６０歳代で咀嚼に支障がある者の割合の減少
　26.6％→20.0％

・国民健康・栄養調査
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平成24年2月13日
歯科口腔保健の推進に関する専門委員会

第4回ワーキンググループ資料

目標
具体的指標

（現状値→目標値）
データソース

①乳幼児期
【Ｐ】栃木県要介護高齢者・障害児者の歯科
保健医療に関する実態調査

②学齢期（高等学
校等を含む）

③成人期（妊産婦
を含む）

※左記のデータはともに、平成２３年・栃木
県要介護高齢者・障害児者の歯科保健医療に
関する実態調査でのデータ

④高齢期

※目標値については、参考値から暫定的に設
定したものである。厚労科研での研究結果に
よって、全国データが集計でき次第、参考値
と暫定目標値を、現状値とそれに基づく目標
値に置き替えることとする。

※目標値については、平成23年度厚生労働科学研究（特別研究）　「歯科口腔保健の推進に関する総合的な研究」　（主任研究者：国立保健医療科学院　三浦宏子）において設定。

（４）定期的な歯科検診又は歯科医療を受けることが困難な者

ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ

【Ｐ】定期歯科検診の実施率の増
加

【Ｐ】障害者（児）入所施設と介護保険施設における定期歯科検診（健
診）の実施率の増加

　障害者（児）入所施設での実施率（参考値）：80.0％→100.0％
　介護保険施設での実施率（参考値）：41.1％→80.0％
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平成24年2月13日
歯科口腔保健の推進に関する専門委員会

第4回ワーキンググループ資料

目標
具体的指標

（現状値→目標値）
データソース

・過去１年間に歯科検診を受診した２０歳以上の者の割合の増加
　34.1％→65.0％

・国民健康・栄養調査

・３歳児のう蝕有病者率が【Ｐ】２０％未満である都道府県の割合の増加
　12.8％→50.0％

・厚生労働省　母子保健課・歯科保健課調べ

・１２歳児の一人平均う歯数が１．０未満である都道府県の割合の増加
　12.8％→80.0％

・学校保健統計調査

・歯科口腔保健の推進に関する条例を制定している都道府県の割合の増加
　48.9％→80.0％

・各都道府県公式ホームページ
・日本歯科医師会地域保健・産業保健・介護保険担
当理事連絡協議会資料

（５）歯科口腔保健を推進するために必要な社会環境の整備

歯科口腔保健の推進体制の整
備

※目標値については、平成23年度厚生労働科学研究（特別研究）　「歯科口腔保健の推進に関する総合的な研究」　（主任研究者：国立保健医療科学院　三浦宏子）において設定。
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関係団体・学会からの主なご意見 

 

次期国民健康づくり運動プランの策定に当たり、関係団体（126のうち 18回答）・学会（47

のうち 21回答）へ意見照会を行ったところ、文書にて回答があった。 

 

○基本的な方向に関するご意見 

 老老介護への負担を軽減し、健康寿命の延伸を図る。幼尐期より生活習慣の獲得に取り

組むべき。 

 「健康寿命の延伸」はもとより「健康格差の縮小」に力を入れるべき。連携のとれた健

康増進の取り組み策を考案・実施すべき。 

 喫煙率の削減目標について、その目標値よりも、喫煙者を減らしていく戦略・戦術の提

示（目標）こそが重要。 

 身体活動や運動による健康づくりは、スポーツ振興とのつながりが強いことから、所管

省庁等の枠を超え、文部科学省や自治体の担当部局が進める子どもの体力向上方策や、

生涯スポーツ振興施策と有機的に連携すべき。 

 国民のニーズを把握・分析し、国民が“楽しみながら”“自ら進んで”取り組める魅力

ある健康づくり運動を目指すべき。 

 健康寿命の延伸の基礎として、子どもから大人までが健康づくりに取り組みやすい社会

環境づくりを行う。 

 個人の健康づくりはもとより、社会貢献（社会参画）するためのインフラとして健康を

位置づける。 

 地域で総合的に健康づくりを普及するための、政策及び人材育成が必要。健康施策は、

ポピュレーションアプローチとハイリスクアプローチを融合して展開するべき。 

 若年層からの健康教育（栄養学・運動の効果と運動習慣の重要性・規則正しい生活習慣）

を実施することにより、生活習慣病患者と要介護者の減尐につなげる。 

 老年期になってからも循環器機能の保持や足腰の筋力維持のための適切な運動方策に

取り組むべき。  

 ストレスを感じた場合や睡眠に関する悩みがある場合に、身近な問題として、容易に相

談ができる場をつくることに取り組む。 

 高齢者特有のロコモティブシンドローム等があっても、生活機能が維持できるよう適切

な運動を行える環境づくりに取り組む。 

 飲酒に対する正しい知識の普及と多量飲酒による危険性の啓発。 

 若い世代（１０代後半から３０代前半）の健康増進を支えるような取組の強化。地域社

会・環境づくりの一環として、栄養・食物サービス、保健・医療・福祉サービスの明確

化。 

 受動喫煙防止のための職場を含む公共屋内空間の禁煙。 
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 新しいマンパワーとして補充すべき人材は、保健師、養護教諭、栄養教諭、健康教育ス

ペシャリスト。 

 小中学校を中心に子ども達を巻き込み、子どもと大人が一緒になって進める健康増進運

動が非常に効率よく展開する。 

 身体活動量の増加を始めとする生活習慣改善（1に運動、2に食事、しっかり禁煙）を、

基本的かつ具体的な方向として示すべき。 

 徹底した禁煙政策の推進、早期診断体制の整備、治療法の中で立ち遅れている運動療法

の啓発が必要。 

 若年層の運動機能向上と食生活習慣改善を図り、若年層がロコモテイブシンドローム

（運動器症候群）の予備軍にならないように取り組む。 

 「生活習慣を改善して健康を増進し、生活習慣病等を予防すること」の重要性を認識し、

教育的・啓発的な働きかけを充実させるべき。 

 健康づくりの三要素（運動、栄養、休養）の中で、取り組みの一番遅れている“休養”

の意味とその大切さを認識させ、国民に積極的に取り組ませる工夫が必要。 

 過度な医薬、社会制度に頼ることなく、健康寿命の確保に心がける。 

 小児肥満が学童期から発生していることより、小児期からの長期的な肥満症・メタボリ

ックシンドローム対策を開始する必要がある。 

 スポーツ・身体運動等により健康寿命の延伸を図るべき。健康教育（運動、睡眠、栄養）

を国民的規模で推進するべき。 

 健康寿命の延伸と共に疾病予防にもっと取り組む。栄養、運動、休養が基本となるが、

個人の特性に合わせた環境づくりも大切。 

 

○目標に関するご意見 

 個人で達するべき目標と社会環境に関する目標を具体的数値として設定。    

 目標を達成させるための責任者を明確にし、責任者に提示すべき。 

 「身体活動・運動」に関する目標については、文部科学省が現在策定を進めている「ス

ポーツ基本計画」との整合性も考慮しつつ目標値を設定すべき。 

 大企業や公的機関と違い、健康づくり支援体制が脆弱な中小企業においては、従業員に

対し職場では十分なフォローができない状況にあることに留意が必要。 

 ライフステージごとに迎える健康危機があるので、それに対応した目標となるように計

画を構成。 

 たばこ分野においては、「未成年者の喫煙をなくす」の目標に加えて、「成人喫煙率の減

尐」と「受動喫煙の防止」を目標に挙げることが必要。 

 国や自治体の目標については達成率も公にして、継続的な運動を行う。 

 各世代・性別による体力レベル目標値の設定。 

 ストレスを感じた場合に気楽に相談ができる場があると答えることのできる人に関す
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る目標を設定。 

 介護保険認定率の維持・低下を目標に加える。（ロコモティブシンドロームが原因とな

る申請を低下させる。） 

 国全体としてアルコール飲用の低用量化に留意し、「節度ある適度な飲酒」として 1 日

平均純アルコールで約 20グラム程度である旨の知識の普及を改めて実現させる。 

 個人の行動変容と社会環境整備に関わる目標の強化。 

 喫煙率の削減目標を設定するのは厳しい値とする（半減以下）のは良いとしても、その

具体策を併せて提示すべき。 

 社会環境の整備に関する目標については、栄養・食生活、身体活動、たばこなど分野ご

とに諸外国で既に有効性が確認されている環境整備を参考にして、より明確かつ具体的

に目標項目を示し、10年後には日本の科学的根拠が蓄積されることをめざすべき。 

 喫煙率の低下と受動喫煙の防止に関わる指標と目標値を設定することが重要である。 

 高血圧は、最も重要な脳卒中、虚血性心疾患の危険因子であり、我が国の課題である減

塩とともに目標の一つとして明記されたほうがいい。 

 国民の COPD認知度は 30〜40%と報告されている。10年間で COPDの認知度 100%をめざし、

中間評価の 5年後に尐なくとも 50％以上をめざす。 

 骨粗鬆症、変形性関節症、運動器不安定症の予防につながる指標を加える。 

 日常生活における運動習慣を増加させる。その中で、簡便に実施でき、運動器以外の健

康増進にも役立つ運動習慣として 1日の歩数の増加が目標値として掲げやすい。例えば、

1日 10,000歩が至適と考えられる。 

 個人で達成すべき目標と社会環境に関する目標の両方を設定すべきであると考える。新

たに設定すべき（個人で達成すべき）目標として、 酸素摂取量（全身持久力）、内臓脂

肪量（メタボリックシンドローム）、筋力、柔軟性など。 

 中高年が健康寿命のため必要とする運動量、運動の種類等のガイドラインを作成するべ

き。 

 

○その他（自治体の計画策定や調査・連携等）のご意見 

 健康づくりの優良団体･企業や自治体には大臣表彰制度の新設などによってインセンテ

ィブをあたえることも必要。今までの施策の広報だけでなく、様々なメディアやツール

を活用して、国民一人ひとりに新運動のスタートを認知させるべき。 

 国、都道府県、市区町村それぞれの役割を明示し、国民健康づくり運動が効率的に推進

されるよう配慮すべき。国民健康づくり運動の展開において、障害者が主体的に参加で

きるような推進体制や計画への明示が必要。 

 目標達成に向けて、国、地方公共団体、企業、家庭、医療保険者等関係者の役割を明確

にし、それぞれの者との連携が十分に図れる新たな仕組み（枠組み）の構築が必要。が

ん検診と特定健診の受診促進に繋がる取り組みも重要。 
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 今後国民の身近な健康づくりを展開するためには、テレビ放送やブログ、動画配信など

を積極的に使った周知方法を行うことが必要。「国民健康づくり運動」専門職の知識を

高めるための研修の充実を図る。 

 「すこやか生活習慣国民運動」の「スマートライフプロジェクト」を民間事業者が参画

され、推進しているが、マスコミにおけるメディア活用をもっと推進し、国民の認知度

を高める広報戦略が必要。民間事業者の活用及び連携の啓発活動の場づくりでは、多く

の人々が集まる、楽しく、遊ぶ中での啓発ツールの設置を行っても良い。 

 企業がこの運動に具体的に関われるような柔軟な仕組みを作るべき。特に CSRの意識の

高い企業を巻き込む。 

 経済活動や社会活動との連携による健康増進効果について研究すべき。 

 健康づくり計画を具体的に展開するためには、保健師の十分かつ適正な配置と、保健師

の力量形成、裁量権の担保が不可欠である。 

 国と地方自治体・自治体同士の縦横の情報共有をより一層図り、無駄のない運動を提唱

し、実行する。 

 各市町村における民間企業と連携。運動指導者の基準を設けることが国民健康づくり運

動の推進に効果があると思う。 

 地域の社会資源（健康増進施設や医療機関、介護保険施設等）を活用し、身近な場所で

の健康づくりができる環境を促進する。 

 ワークライフバランスの問題、精神的ストレスの増加や自殺者の問題は、労働環境・条

件と密接に関係しており、各レベルでの領域横断的連携も必須である。 

 子宮頸がん発症の減尐、女性の骨粗鬆症・心血管疾患の発症予防からの啓蒙、啓発活動

を行うべき。 

 「運動器の健康」が「健康寿命」を延ばす重要な役割を担うことも国民に周知させるこ

とが重要。 

 青尐年への指導・啓発は、健康な社会の実現にとって、大変に重要。 

 行政機関に留まらず、医療保険者、学協会、研究機関、民間企業（保険会社、製薬会社

など）、メディアを含めた広報を戦略化すべき。 

 全年齢層での肥満症・メタボリックシンドローム対策が必要であり、小学生から始める

肥満対策と肥満教育には、自治体との連携が必須である。 

 身体運動、健康教育を実践できる人材育成、そのための学会・大学等との協力をすべき。 

 スマートフォン等の様々な情報伝達手段の変化に伴う健康情報の伝え方（相互方向）を

検討する。 


	次第
	資料1
	資料2-1
	資料2-2
	参考資料



